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お知らせ

記号の見方　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込日 容 儡所 定対 申

予
備
自
衛
官
補
募
集
案
内
の

お
知
ら
せ

問
自
衛
隊
小
山
地
域
事
務
所

　

撒
０
２
８
５（
25
）４
７
６
３

　

「
普
段
は
、
学
生
や
社
会
人
。
い

ざ
と
い
う
と
き
に
は
自
衛
官
！
」
平

成
30
年
度
予
備
自
衛
官
補
を
募
集
い

た
し
ま
す
。

応
募
資
格

　

日
本
国
籍
を
有
し
、
平
成
30
年
７

　

月
１
日
現
在
に
次
の
年
齢
に
該
当

　

す
る
方

(1)
一
般･･･

18
歳
以
上
34
歳
未
満

(2)
技
能･･･

18
歳
以
上
55
歳
未
満

※
医
師
・
建
築
士
等
免
許
の
保
有
者
、

　

語
学
能
力
保
有
者
等
保
有
技
能
に

　

よ
り
対
象
年
齢
が
変
わ
り
ま
す
。

受
付
期
間

　

４
月
６
日（
金
）ま
で

試
験
期
日

　

４
月
14
日（
土
）〜
18
日（
水
）

　

（
い
ず
れ
か
１
日
を
指
定
さ
れ
ま

　

す
。）

試
験
場

　

栃
木
地
方
協
力
本
部

　

（
宇
都
宮
市
桜
５-

１-

13　

宇
都

　

宮
地
方
合
同
庁
舎
内　

２
Ｆ
）

※
募
集
案
内
の
詳
細
に
つ
い
て
は
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

県
南
産
業
技
術
専
門
校�

学
校
見
学
会
の
ご
案
内

問
栃
木
県
立
県
南
産
業
技
術
専
門
校

　

撒
０
２
８
４（
91
）０
８
０
３

日
２
月
20
日（
火
）13
時
30
分
〜

容
①
産
業
技
術
専
門
校
概
要
説
明

　

②
訓
練
科
見
学

　
　

機
械
加
工
科　

Ｎ
Ｃ
機
械
科

　
　

板
金
溶
接
科　

電
気
設
備
科

　

③
質
疑
応
答

対
入
校
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方(

求

　

職
者
等)

そ
の
他

・
事
前
の
予
約
は
不
要
。

・
適
性
試
験
問
題
の
閲
覧
可
能
。

・
都
合
が
合
わ
な
い
方
の
施
設
見
学

　

は
平
日
随
時
受
付
。（
要
事
前
連

　

絡
）

最
低
賃
金
の
お
知
ら
せ

問
栃
木
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　

撒
０
２
８（
６
３
４
）９
１
０
９

　

栃
木
県
最
低
賃
金
は
、
栃
木
県
の

区
域
内
の
事
業
場
で
働
く
全
て
の
労

働
者
と
そ
の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
ま

す
。
詳
し
く
は
、
栃
木
労
働
局
労
働

基
準
部
賃
金
室
ま
た
は
最
寄
り
の
労

働
基
準
監
督
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら�

職
業
訓
練
制
度
の
ご
案
内

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
小
山
訓
練
担
当

　

撒
０
２
８
５（
22
）１
５
２
４

　

音
声
ア
ナ
ウ
ン
ス
コ
ー
ド
「
３
」

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
希
望
す
る

仕
事
に
就
く
た
め
に
必
要
な
職
業
ス

キ
ル
や
知
識
な
ど
を
習
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
職
業
訓
練
制
度
の
ご
案
内

を
し
て
い
ま
す
。
再
就
職
を
目
指
さ

れ
て
い
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

訓
練
受
講
に
あ
た
っ
て
は
、
一
定

の
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

最低賃金の件名 時間額

塗料製造業 ９２３円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ８６９円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ８６９円

自動車・同附属品製造業 ８７５円

８６９円

各種商品小売業 ８３７円

【特定最低賃金】１８歳未満または６５歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます

効力発生日　H２９.１２.３１

【地域別最低賃金】
特定最低賃金が適用されない
すべての労働者に適用されます

最低賃金の件名 時間額

栃木県最低賃金 ８００円

効力発生日　H２９.１０.１

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、
光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業

※一般労働者はもちろん、臨
　時、パート、アルバイト等
　にも適用されます。

町ホームページに掲載する
バナー広告を募集します

１枠当たり：７，０００円／月
天地６０ピクセル、左右１２０ピクセル、
容量８KB 以内、形式 GIF・JPEG
※審査の結果、掲載できない場合があります。
※詳しいことはお問い合わせください。

　　　　　　　　　問政策課撒（５７）４１３４


